
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 高齢者の交通事故防止 
 

 

 

 

 

 

１．夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

２．全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

３．飲酒運転の根絶 

４．早めのライト点灯の推進 
 
 
 

「高齢者の交通事故防止」  

≪高齢者の交通死亡事故の特徴≫ 

■ 歩行中・自転車乗用中が８割を占めています。 ■ 18～20 時に多発しています。 

● 無理な横断は禁物です。信号や横断歩道のあるところを渡りましょう。 

● 自転車に乗るときは、信号や一時停止を守り、しっかり安全確認をしましょう。 

● 70 歳以上の高齢運転者の方は、高齢者マークを付けて運転しましょう。  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

「夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止」  

■ 交通事故防止のため、外出時は夜光反射材を活用しましょう。 

■ 「自転車安全利用五則」を守りましょう。 

１．自転車は、車道が原則、歩道は例外 ２．車道は左側を通行 

３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを通行 ４．安全ルールを守る 

５．子どもはヘルメットを着用  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」  

■ 全席シートベルトの着用が義務化されています。 

■ チャイルドシートは、体格にあったものを使用しましょう。 

また、座席へは正しく取り付けましょう。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「飲酒運転の根絶」  

■ 飲酒運転追放「三ない運動」、「ハンドルキーパー運動」 

を実践しましょう。 

 

【飲酒運動追放三ない運動】  

１．酒を飲んだら車を運転しない ２．運転する時は酒を飲まない 

３．運転する人には酒を飲ませない  

【ハンドルキーパー運動】 

自動車で飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける運動  
 
 

 

 

 

 

 

「早めのライト点灯の推進」  

■ 早めのライト点灯で、自分の車の存在を相手に早く知らせる

とともに、相手を早く発見して交通事故を防止しましょう。 

■ 合言葉は「早く見つける 見つけてもらう」です。 
 

 

期間 点灯時間

４月から９月 午後５時

１０月から３月 午後４時
 

 
  

 
 
 


